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〈論文〉

『詞八衢』証例に関する問題点
─ 『新撰字鏡』を典拠とする証例について ─

渡　辺　さゆり

１，はじめに

『詞八衢』は近世の活用研究書であり，動詞の活用の種類と活用体系を五十音図に基づ

いて説いた著作である。その中には古代語における多くの動詞が例語として掲げられてお

り，またその例語の活用体系を説明する際に，該当する動詞が含まれた証例を出典名を伴

う形式で列挙している。出典として掲げられている名称として『万葉集』『源氏物語』『古

事記』など著名な文学作品の他，『新撰字鏡』『和名類聚抄』などの漢字文献も確認するこ

とができるが，これらの文献が『詞八衢』の証例として採用された経緯については，本居

宣長の著作や柴田常昭『詞つかひ』などの影響が指摘されるなど諸説存するものの，未だ

全容は明らかになっていない。特に『新撰字鏡』『和名類聚抄』などの漢字文献を出典名

とする証例については僅数であるためか，詳細な検討は行われていない。

そこで本稿では『詞八衢』において出典名「新撰字鏡」とする証例，及びそれらと関連

する証例の内容を調査・検討し，『詞八衢』に記載されるに至った経緯を考察するとともに，

今後検討すべき問題点について指摘することとする。

２，本居春庭『詞八衢』について

『詞八衢』1 は本居春庭（宝暦 13 年（1763）- 文政 11 年（1828））によって著わされた

近世を代表する活用研究書である。本居宣長の長子である春庭は，幼少の頃より後継者と

して嘱望され，十代の頃から宣長の命により古典文学作品や様々な地図などの書写活動を

始めた。また二十代で『活用言の冊子』や『古事記伝』版下の一部を筆記するなど宣長の

業績に大きく貢献している。しかし 32 歳頃，眼病により失明するという不幸に見舞われ，

後継者としての道を断念せざるを得なかったが，宣長の死後，文化元年頃から執筆活動を

再開し，同 3 年『詞八衢』を完成させ，同 5 年（1808）に刊行の運びとなった。

『詞八衢』は古代語の用言（動詞に限る）の活用の種類と活用体系を，五十音図を基に
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して説いたものである。すなわち各活用形を受ける「てにをは」を規定し，それに続く形

と続かずに「切れる」形を基礎として，動詞を四段の活・一段の活（現在，上一段活用）・

中二段の活（現在，上二段活用）・下二段の活に分け，その他これらとやや活用を異にす

るもの（「変格」と名づけている）に区別した。『詞八衢』に掲げられた「四種の活の図」

は，四段の活・一段の活・中二段の活・下二段の活について，そこに属する代表的な動詞

と接続する「てにをは」，及びその「てにをは」への接続形式を一枚の図表に体系的に著

したものである。『詞八衢』については春庭自身が「末代まで不動の説」と自負しているが，

この「四種の活の図」は現在でも日本の教育現場で見ることのできる動詞活用表の基礎と

なっていることは紛れもない事実である。『詞八衢』では「四種の活の図」掲出後，五十

音図の各行ごとに活用図を掲げ，さらに各行各活用に含まれる語（動詞）を例語として挙

げ，特に問題となる例語についてはその証例を出典とともに示した。明記された証例の典

拠として『万葉集』『古事記』『源氏物語』『新撰字鏡』『和名類聚抄』など多数の文献名を

確認することができる 2。

３，『詞八衢』の証例とその出典

『詞八衢』は冒頭の「総論」に引き続き，五十音図各行ごとの活用図を掲げ，各活用に

属する語（動詞）を例語として列挙し，必要に応じて証例を出典とともに明記した。これ

ら証例については後述する先行研究において宣長の著書に多くを依ったであろうとの指摘

が成されている 3 が，証例を示すにあたり出典名を明記する実証的な研究態度は父宣長を

忠実に継承したと言えるであろう。

『詞八衢』に掲げられた証例に明記された出典は和歌集や古典文学作品を中心として多

岐に亘る。以下に出典を列挙する 4。

万葉集，源氏物語，日本書紀，古事記，宇津保物語，古今集，拾遺集，枕草子，新撰

字鏡，蜻蛉日記，後撰集，続紀宣命，栄花物語，和名類聚抄，狭衣日記，祝詞，竹取

物語，伊勢物語，落窪物語，大和物語，住吉物語，浜松中納言物語，宇治拾遺物語，

土佐日記，紫式部日記，古今和歌六帖，為忠百首，後拾遺集，金葉集，詞花集，千載集，

新古今集，玉葉集，後六々撰，今撰私歌集，夫木抄，散木奇歌集，好忠集，順集，赤

染衛門集，貫之集，清正集，忠見集，兼盛集，重之集，興風集，忠岑集，伊勢集，敦

忠集，公忠集，信明集，仲文集，元真集，安法法師集，恵慶法師集，馬内侍集，経衛集，

小侍従集，堀河百首，堀河二郎百首，続日本後紀長歌，三代実録，風土記，日本霊異

記，旧事記，大神宮儀式帳，神楽歌，催馬楽，東遊風俗歌，仏足石歌，綺語抄，奥義
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抄，神賀詞，大祓詞，四条大納言歌枕　

　　　　　　　※その他：「物語書」「漢籍読」とのみ明記する例も存する。

４，『詞八衢』成立過程と証例採取方法～先行研究による見解

『詞八衢』の成立過程に関しては諸説が存する。以下，渡辺（1995）「第五章　刊本『詞八衢』

の成立」を参照し，『詞八衢』の証例が採取された過程に重点を置きつつ，各説を明記する。

４－ 1，鈴木朖の存在

山田孝雄は『国語学史』の中で『詞八衢』を「実にわが用言の活用に一定の条理あるこ

とを明確に示したる大著なりとす」とし，成立過程については富士谷成章『あゆひ抄』「装

図」，宣長『御国詞活用抄』『てにをは紐鏡』から鈴木朖『活語断続譜』，その後『詞八衢』

に至るとした。その上で「用言の活用にかくの如く簡単にしてしかも井然たる一定の規律

の存することを概括的法則を立てゝ明確に示したるは実に本書を以てはじめてとす（中略）

用言の研究はここに到りてはじめて完成せる結果をもたらしたるものにして永く後世の典

拠となれり」と評し，『詞八衢』をもって活用研究史上その価値を不滅ものとした。

時枝誠記は「鈴木朖の国語学史上に於ける位置に就いて」の中で，鈴木朖『活語断続譜』

について「本書は宣長の御国詞活用抄，詞玉緒，及び成章のあゆひ抄，装図が綜合されて

成立したものであることは疑いなき事実である」とした。その上で『詞八衢』は『活語断

続譜』に更に一段の整理を加えたものであり『活語断続譜』を経過せずには成立し得ない

との説を提示した。

山田説・時枝説ともに『詞八衢』の成立には富士谷成章や鈴木朖の著作，特に鈴木朖『活

語断続譜』が大きく関わっているとしており，これは永く学会の定説であった。

４－ 2，新資料との関連性

古田東朔は，山田説・時枝説が指摘した『詞八衢』成立過程における富士谷成章の存在

を排除し得る可能性を示唆するとともに，別資料である柴田常昭『詞つかひ』の存在を示

した。

足立巻一は古田説において提示された『詞つかひ』の重要性を主張し，また尾崎知光も

新しい資料が発見された現在では「『断続譜』がなければ『活用抄』から一足飛びに『詞

八衢』のやうな活用の綜合は得られまいとの推測は『断続譜』とは別個にその統合をはた

している『詞の小車』5 の発見によって保留しなければならなくなった」とし，『詞八衢』

成立過程から鈴木朖の存在を排除し得る可能性があるとするとともに，『詞つかひ』を経
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路とする過程の存在を示唆している。

ここにおいて『詞八衢』成立に関わる新資料として『詞つかひ』の存在が指摘されたと

ともに，鈴木朖『活語断続譜』との関係についてその有無が改めて問われることになった。

4 － 3，宣長著作と『詞つかひ』との関連性

これらの諸説を踏まえた上で渡辺（1995）ではさらに具体的に『詞八衢』の成立過程を

次のように述べている。経路Ⅰとして宣長著作の『てにをは紐鏡』から「活用言の冊子」

（巻序・構成）への発展，その後経路Ⅱとして「活用言の冊子」から柴田常昭『詞つかひ』

（構成・巻序，各活用型所属例語）への発展が存し，この『詞つかひ』が『詞八衢』に繋がっ

たとするのである（経路Ⅲ）。『詞つかひ』と『詞八衢』は例語の排列，証例の追加，活用

型の認定において共通性があるとし，経路Ⅲの過程を提唱したのであった。またこれらⅠ

～Ⅲの経路とは別に，例語の排列，活用型の排列において「活用言の冊子」が直接『詞八

衢』に関与したと考え（経路Ⅳ），さらに『詞八衢』の証例において『古事記伝』やその

他の宣長著書に依った形跡があること，また『詞八衢』の総論に係辞「こそ」の項が存す

ることや「四種の活の図」に注記「こその結辞」の書入れが存するなど，『てにをは紐鏡』

『詞玉緒』に倣った形跡があることから，『詞八衢』は宣長の影響を直接受けたものと考え

ることが可能であるとした（経路Ⅴ）。

さらに渡辺（1995）では『詞八衢』成立に関連する諸資料を調査・検討した上で「『詞

八衢』は父宣長から，父の門人柴田常昭を介在して，春庭に至って成立したということに

なる。その過程において，富士谷成章の語学研究，田中道麿や鈴木朖の，宣長門人の語学

研究が影響を与えなかったとは言い切れないが，ここに言う経路 6 によっても『詞八衢』

は十分に成立し得る」とした。

つまり『詞八衢』成立に柴田常昭『詞つかひ』の存在を認めつつ，逆に富士谷成章や鈴

木朖は直接的な影響を与えていないとの説を提唱したことになる 7。

4 － 4，『詞八衢』と『詞つかひ』の証例

『詞八衢』と『詞つかひ』との関連については上述の如く先行研究において指摘された

通りであるが，『詞つかひ』においても例語説明に付記された証例を確認することが出来

る。これら証例について渡辺（1997）8 では，確認できる数として 891 例，その中で出典

名が特定できる証例は 873 例存し，出典名が明記された証例中，最も多いのは万葉集 250 例，

続いて源氏物語 114 例・新撰字鏡 59 例であるとしている。

また『詞つかひ』と『詞八衢』の両書に存する証例について「その関係は必ずしも有る
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とは言い切れない」としつつも「例語に証例を付することは『詞八衢』の大きな特色の一

つであるが，これは「活用言の冊子」及びその系列の諸本では無いに等しいことであって，

『詞つかひ』の存在を考えることによって容易に理解できることである」と両書に関連性

があることを示唆し，『詞つかひ』と春庭の間に何らかの関係があったのではないかとい

う推測が消し難いとする。

ここにおいて，例語に証例を付する表記形式に共通点があることから『詞八衢』掲出の

証例に関し，『詞つかひ』が何らかの役割を果たしている可能性が明らかになったことに

なる。

4 － 5，証例採取方法

さて，上記の先行研究から『詞八衢』証例について「『古事記伝』やその他の宣長著作に依っ

た形跡がある」，或いは「『詞つかひ』の存在を考えることによって容易に理解することが

できる」との記述を認めることができるが，これらの記述は『詞八衢』に記載された証例

を“春庭がどのような方法で採取したか”を考えるときに重要なポイントとなると考える。

つまり春庭は，証例に出典として付記された書籍を直接読み内容を吟味し参照したのでは

なく，それらの著作が明記された宣長などの著作物あるいは資料から採取した，つまり“間

接的”に証例を採取したことを示唆することになる。盲目の春庭にとって，数多くの作品

を原典に直接あたり詳細に読み込むことは恐らく困難であったであろうし，また数多くの

作品の原典すべてが，春庭の近辺に存在していたとも考え難く，このような間接的な証例

収集は春庭にとって当然の作業だったとも思われる。

渡辺（1997）によると『詞つかひ』においても間接的に証例を採取した例が認められる

としている 9 が，このような「孫引き」による証例採取を認めながらも「この事実は『詞

つかひ』や『詞八衢』の価値を減ずるものではないが，当時の証例採取の在り方の一つと

して了解しておく必要がある」としている。

4 － 6，『詞八衢』証例と『古事記伝』

上述した春庭の証例採取方法に関し，ここで『詞八衢』と宣長著作である『古事記伝』

との関連性について付記する。

これまでに『詞八衢』の証例は全 972 例が確認されている。その内訳を見ると『万葉集』

168 例（17.3％），『源氏物語』134 例（13.8％）であり，この 2 作品で全体の 30％以上を

占めることになる。これらすべての例証が『万葉集』や『源氏物語』からの直接の引用か

否かについて詳細は未だ明らかではないが，実はこれらの中に『古事記伝』を通じて得た
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と思われる例を確認することが出来る 10。

01.『詞八衢』（加行四段）

たく 万葉に多気ばぬれ多香根バ長き （上 21 オ 11）

『古事記伝』

多芸は，万葉二【十六丁】に，多気婆奴礼，多香根者長寸妹之髪 （九 490 12）

『古事記伝』

言の意は，髪を揚るを，万葉【二の十六丁】に多気婆奴礼，多香根者長寸妹之髪云々

（九 219）

02.『詞八衢』（加行四段）

うすゝく　源氏朝顔に御門守さむげなるけはひうすゝきいできて云々とあるこれ

　　　　　なり （上 19 オ）

『古事記伝』

伊須々岐伎は，即驚て立走るさまなり（中略），又源氏物語朝貌巻に，西なる御門

を云々，驚てあけさせ給ふ，御門守寒げなるけはひ，宇須々伎いで来て，速にもえ

開やらずとある，宇須々伎も同言なるべし （十 424）

上記の『万葉集』『源氏物語』を典拠とする証例は『古事記伝』を通じて得られたと考

えられるものの，全証例については未調査であり，『古事記伝』以外の著作を依拠した可

能性も考えられる。しかし春庭は失明以前に『古事記伝』版下の一部を書いており，『古

事記伝』を何らかの形で依拠したであろうとの推測は可能である。そう考えると，特に『古

事記』を典拠とする証例については『万葉集』『源氏物語』などの他作品以上に『古事記伝』

との関わりが考えられる典拠である。

この点に関し渡辺（2015）では，出典名に「古事記」を伴う証例に関し，例語の証例と

して 48 例，その他「総論」に 1 例，「解説・注記」に 4 例，合計 53 例を確認し，その上

でこれら 53 例が『古事記』からの直接引用ではなく，『古事記伝』を通じて得られた可能

性を指摘した。以下に３例を挙げる。

03.『詞八衢』（左行四段）

ひたす　古事記上巻に治養をひたしまつるとよめり （上 39 オ）

『古事記伝』

治養は，比多志麻都流と訓べし （十 281）
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04．『詞八衢』（波行四段）

もこよふ　古事記上巻に委蛇（ﾓｺﾖﾋｷ 13）（中略）などあり （下 14 オ）

『古事記伝』

委蛇は，母許余比伎（ﾓｺﾖﾋｷ）と訓べし， （十 277）

05.『詞八衢』（羅行下二段）

たゞるゝ　古事記上巻に血爛をちあえたゞれたりとよめり （下 50 ウ）

『古事記伝』

血爛は，知阿延多陀禮多理と訓べし， （九 398）

上記 3 例は『古事記伝』の万葉仮名による和訓を『詞八衢』では平仮名を用いて記述し

たと考えることが可能である。また『詞八衢』において『古事記』を典拠とし，且つ「～

よめり」「～あり」で終止する証例は，『古事記伝』において「～訓べし」と表記された注

釈と対応することもすでに指摘されている 14。

以上の例から『詞八衢』証例の採取方法については，先行研究通り，直接原典にあたり

証例を検索し引用したと考えるより宣長などの著作からの間接的に引用したと思われ，殊

に『古事記』を典拠とする証例は『古事記伝』からの間接的引用であろうと考えられる。

５，調査方法と使用テキスト

本稿では「1. はじめに」で述べたとおり『詞八衢』中の『新撰字鏡』を典拠とする証例

を考察の対象とし，先行研究に従い『詞八衢』証例に影響を与えた著作・資料として本居

宣長『古事記伝』及びその門下生柴田常昭による『詞つかひ』との比較検討を行い，その

関連性の有無を調査し，併せて問題点を提起する。

使用したテキストは，勉誠社文庫『詞八衢』（影印本），筑摩書房『本居宣長全集』所収

『古事記伝』（翻刻），和泉書院『常昭の語学研究近世日本文法史・続』所収『詞つかひ』（翻

刻）である 15。

６，『新撰字鏡』を典拠とする証例について

『詞八衢』の証例の出典の多くは上代から中古の和歌集，物語，日記文学が大きな割合

を占めているが，その他に古辞書である『新撰字鏡』『類聚和名抄』の出典名を確認する

ことが出来る。ここでは『新撰字鏡』を典拠とする証例について述べることとする。

『詞八衢』に「新撰字鏡」を出典名とする証例数は以下の 2 例である。
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< 加行四段 >

06. あがく　　新撰字鏡に踠阿加久とあり （上 17 ウ）

07. すみやく　新撰字鏡に 悍惶遽也於地加志古彌須彌也久 （上 20 ウ）

また「新撰字鏡」とは別に出典名を「字鏡」とする証例が 25 例存する。以下に全てを掲げる。

< 加行四段 >

08. なへぐ　　字鏡に ﾊ足奈戸久馬 （上 21 ウ）

09. まじろく　字鏡に暄ﾊ目數動貌萬志呂久とあり （上 22 ウ）

10. ゑなぐ　　字鏡に ﾊ出氣息心呻吟也惠奈久 （上 23 ウ）

< 左行四段 >

11. おびやす　字鏡に愶又 於比也須とある 16 （上 34 ウ）

12. てらはす　字鏡に衒天良波須とあり （上 38 オ）

13. よこす　　字鏡に讒與己須 （上 40 オ）

< 多行中二段 >

14. しこづる　字鏡に譖ﾊ讒也志己豆（ｼｺﾂﾞ）とあり （下 03 オ）

< 多行下二段 >

15. あわつる　字鏡に惶急阿和豆（ｱﾜﾂ）とあり （下 04 オ）

16. ゆづる　　字鏡に煠ﾊ以菜入湯云々奈由豆（ﾅﾕﾂ）とあり （下 04 オ）

< 波行四段 >

17. あがふ　　字鏡に安賀布（ｱｶﾞﾌ）などあり （下 09 ウ）

18. てらふ　　又字鏡にてらはすともあり （下 13 オ）

19. もらふ　　字鏡に餬寄食也毛良比（ﾓﾗﾋ）波无と見えたり （下 14 ウ）

< 波行中二段 >

20. こぶる　　字鏡に媚ﾊ古夫（ｺﾌﾞ） （下 17 ウ）

< 麻行四段 >

21. しわむ　　字鏡に酢を於毛氐志和牟（ｼﾜﾑ）などあり （下 27 ウ）

< 也行下二段 >

22. つひゆる　字鏡に瘠豆比由（ﾂﾋﾕ）とあり （下 35 オ）

< 羅行四段 >

23. あなくる　又字鏡に 阿奈久留 （下 40 ウ）

24. あぶる　　字鏡に焚阿夫留 （下 40 ウ）
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25. おぎのる　字鏡に賖於支乃利 （下 41 オ）

26. くさる　　字鏡に ﾊ伊比久佐禮利（ｲﾋｸｻﾚﾘ）と見えたり （下 42 オ）

27. つゞしる　字鏡に ﾊ左加奈豆々志留と見えたり （下 43 ウ）

28. つはる　　字鏡に ﾊ孕始兆也豆波利乃登支 （下 43 ウ）

29. にじる　　字鏡に蹹ﾊ不弥尓志留と見えたり （下 44 オ）

30. ねぶる　　字鏡に舚ﾊ弥夫留とあり 下 44 オ）

< 羅行下二段 >

31. あざるゝ　字鏡に ﾊ魚肉爛也阿佐礼太利とあり （下 49 ウ）

< 和行下二段 >

32. うゝる　　字鏡に饑ﾊ伊比尓宇々（ｲﾋﾆｳヽ）とあり （下 52 ウ）

７，出典名「新撰字鏡」と「字鏡」について

上述の内容から『詞八衢』証例には出典名として「新撰字鏡」と「字鏡」が存する。先

行研究では証例の出典として「字鏡」の明記がなく，「新撰字鏡」を出典名とする証例数

から考える 17 と，「字鏡」は「新撰字鏡」を省略して記した書名と解釈していることがわ

かる。同様に『古事記伝』『詞つかひ』においても出典名として「新撰字鏡」「字鏡」が出

現する。

しかし「字鏡」との名称を有する書名は『新撰字鏡』以外に古辞書の『字鏡（世尊寺本）』

や『字鏡集』にも認められる。「新撰字鏡」と「字鏡」は異なる書物を指すのか否か，先

行研究において確認することが出来なかったため，ここで改めて出典名「新撰字鏡」「字鏡」

と『字鏡（世尊寺本）』『字鏡集』について付言することとする。

まず『新撰字鏡』と『字鏡（世尊寺本）』『字鏡集』の内容について概略を記す。

『新撰字鏡』は南都の僧昌住編纂，昌泰年間（898 ～ 901）に 12 巻に増補改編された部

首分類体字書である。掲出字は原則として単字，それに反切・直音注・声調などの音注，

漢文による義注，万葉仮名表記による和訓が加えられている 18。条文の表記形式は掲出字

下の割行に音注・義注・和訓が継続する形で表記されている。

『字鏡（世尊寺本）』は鎌倉時代初中期の書写とされ，漢字を字形にもとづいて分類し篇

旁冠脚によって部首を立て，その下に所属する漢字の単字を列挙し，字ごとに字音，和訓

を注記，時に字義の漢文注，字体の異体正俗などを記したものである 19。音訓はカタカナ，

反切及び漢文注に依っているが，万葉仮名による和訓もわずかに存する。表記形式は各丁

ごとに整然と四段に分けられ，一行に４字掲出，掲出字の下に字音・和訓などがそれぞれ

列挙されている。
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『字鏡集』は菅原為長（1158-1246）の著かとされ，また成立は 1245 年以前とされる。

部首を意義によって分類し，各部首の内部を篇旁冠脚の要素で配列した。例えば巻第一の

「天象部」では「天・雨・日・月・雲・風・夕・旦」の 8 部首が置かれている。掲出字に

は右肩に韻目を示し，字音をカタカナで傍書，掲出字の下に反切・義注や字形に関する注

記のほか，カタカナで和訓が記されている 20。掲出字の下に注記や和訓が列挙されている

のは『字鏡（世尊寺本）』に似る。

以上から『新撰字鏡』にはカタカナ表記が無く，万葉仮名を含めすべて漢字表記である

のに対し，『字鏡（世尊寺本）』『字鏡集』は，万葉仮名による注記は僅数，カタカナによ

る音訓が多数存し，また注記・和訓などの表記形式も『新撰字鏡』と『字鏡（世尊寺本』

『字鏡集』の間に相違点が認められることになる 21。

『詞八衢』において出典名を「新撰字鏡」「字鏡」とする証例を確認すると，すべて漢文

注と万葉仮名による和訓が表記されており，条文の形式に違いがあるとは認められない。

またカタカナは万葉仮名和訓への傍書と助詞「ハ」の書入れとして認められるが，カタカ

ナのみによる和訓表記は存しない。「17. てらふ」だけは「てらはす」と平仮名で表記され

ているが，これは「11．てらはす　字鏡に衒天良波須とあり」を踏まえての条文であると

考えられる。また上述の「06. あがく」「07. すみやく」は出典名が「新撰字鏡」であるが，

ともに「加行四段」に属する例語である。この 2 例より以降では「新撰字鏡」という出典

名は出現せず，それに代わる形で「字鏡」が出現することになる。尚，「新撰字鏡」を出

典名とする 2 例，「字鏡」を出典名とする 25 例について『天治本新撰字鏡（増訂版）』に

てその内容を確認したところ，すべての和訓と漢文注が存した 22。

従って『詞八衢』では『新撰字鏡』に関し，冒頭 2 例のみ「新撰字鏡」を出典名とし，

その他は出典名を「字鏡」として記載したと思われる。つまり出典名「字鏡」は「新撰字

鏡」を省略して記した名称であり，すべて『新撰字鏡』を典拠とする証例と考える。

また『古事記伝』『詞つかひ』における「新撰字鏡」「字鏡」を出典名とする条文を精査

したところ，表記形式や使用字種から『新撰字鏡』を典拠とする条文と考えられたため，

本稿では先行研究のごとく，出典名「新撰字鏡」「字鏡」はともに『新撰字鏡』を典拠と

する条文として考えることとする。

８，『古事記伝』との関連性

次に出典名を「新撰字鏡」「字鏡」とする証例を『古事記伝』において検証した。その結果，

以下の 2 例について『古事記伝』との関連を認めることができた。



『詞八衢』証例に関する問題点

25

『古事記伝』　33. 字鏡に踠蹀也踊也馬奔走皃阿加久 （十一　64）

　　　　　　34. 字鏡に讒與己須などあり （十一　230）

『詞八衢』の証例「06. あがく　新撰字鏡に踠阿加久とあり」に対し『古事記伝』では「踠」

について出典名「字鏡」，漢文注の後に万葉仮名で和訓「阿加久」が記されており，また

証例「13. よこす　字鏡に讒與己須」に対し『古事記伝』では「讒」について出典名「字鏡」

の後に万葉仮名で和訓「與己須」が記されている。出典名の表記形式が異なるものの，『詞

八衢』証例中の和訓が宣長著作である『古事記伝』注記に記されており，両書の関連性が

認められる条文であると考える。

しかし『新撰字鏡』を典拠とする 27 例中，『古事記伝』の影響を確認できたのは 2 例だ

けで，その他 25 例はその関連性を確認することが出来なかった。つまり『詞八衢』証例

の採取方法として宣長著作に依拠するところがあることは確認できたが，『古事記』を出

典とする証例に対し『古事記伝』が果たした大きな役割とは異なり，『新撰字鏡』を出典

とする証例に対しては『古事記』同様の関連性は認められなかった。『古事記伝』以外の

要因が存するものと思われる。

９，『詞つかひ』との関連性

次に『詞つかひ』において 59 例が存した『新撰字鏡』を典拠とする証例について検証

を試みる。『詞八衢』との関係が窺われる 11 例を以下に掲出する。

< 凡例の第一巻 >

35. 常云　字鏡　万志呂久　（330 23） 〔→ 09．まじろく〕

< 第壱の巻 >　

36. ゑがく 24　字鏡ニ　嚬呻ヲ惠奈久　　（356） 〔→ 10．ゑなぐ〕

37. なへく　新撰字鏡　 　足奈戸久馬　　（367・頭書） 〔→ 08．なへく〕

< 第二の巻 >

38. おびやかし　劫　新撰字鏡ニ　愶　 ヲ於比也須トモヨメリ　　（379）

〔→ 11．おびやす〕

39. 新撰字鏡　讒　与己須　　（396・頭書） 〔→ 13．よこす〕

< 第三巻 >

40. 字鏡　譛　志己豆　　（399・頭書） 〔→ 14．しこづる〕
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< 第四ノ巻 >

41. 字鏡ニ　 　贖也　阿加不　　（403・頭書） 〔→ 17．あがふ〕

< 第六の巻 >

42. 常云　字鏡　焚　炙　燌　阿夫留　　（449・頭書） 〔→ 24．あぶる〕

43. 字鏡ニ　賖　於支乃利　　（453・頭書） 〔→ 25．おぎのる〕

< 第十三巻 >

44. 是ハ費ナルベシ又別ニ源氏蓬生十三丁オ　年比いたうつひえたえど云々　憔悴

ノ義ト注セリ　常云　コレハ字鏡ニ瘠ヲ豆比由トヨメリ　是ナルベシ　（554・

頭書） 〔→ 22．つひゆる〕

45. 雅には新撰字鏡に愶を於比也須とよめるおほえの令語也　　（558）

〔→ 11．おびやす〕

上記 11 例中，「37. 新撰字鏡 足奈戸久馬」「38. 新撰字鏡ニ愶 ヲ於比也須トモヨメリ」

「39. 新撰字鏡讒与己須」「43. 字鏡ニ賖於支乃利」「44. 字鏡ニ瘠ヲ豆比由トヨメリ」の条文

に関し『詞八衢』の証例を導くことが可能である。また「42. 字鏡焚炙燌阿夫留」に関し『詞

八衢』証例において「炙燌」は不記載であるが「焚阿夫留」を導くことは可能である。し

かし「41. 字鏡ニ 贖也阿加不」について「 贖也」が不記載であることは「41」と同様

であるが，「あがふ」に対する万葉仮名表記に相違があることから直接的な関係に疑問が

残るところである。また「35. 字鏡万志呂久」「36. 字鏡ニ嚬呻ヲ惠奈久」「40. 譛志己豆」

からは『詞八衢』証例にある漢文注の内容を，「45. 新撰字鏡に愶を於比也須とよめる」か

らは掲出字である「 」を導くことが不可能である。つまり『詞八衢』において『新撰字

鏡』を典拠とする 27 の証例中『詞つかひ』から証例を採取可能な条文は 6 例であること

が明らかとなった。

以上から『詞八衢』中『新撰字鏡』を典拠とする証例の採取に関し『詞つかひ』との関

係は皆無ではないものの，すべてを『詞つかひ』に依拠したとは言えないことが明らかと

なった。

10，考察

以上，『詞八衢』記載の『新撰字鏡』を典拠とする 27 の証例について『古事記伝』『詞つかひ』

との関係について検討を試みた。すでに『詞八衢』成立過程における証例採取方法の一経

路として宣長著作との影響関係が示唆されているが，中でも『古事記』を出典とする証例

はその注釈である『古事記伝』との関係が強いことは確かだと考えられる。これを踏まえ
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て本稿では『新撰字鏡』を出典とする証例について『古事記伝』との影響関係を検討した

が，『古事記伝』に出典を求めることが可能な証例は 2 例だけであり，その採取方法に関し，

積極的に『古事記伝』に依拠したとは言えないことが明らかになった。さらに宣長門下生

柴田常昭『詞つかひ』に存する『新撰字鏡』を出典とする条文との関連を検討したが，『詞

つかひ』に依拠したと考えられるのは 6 例に留まることが確認できた。

このことから『詞八衢』の『新撰字鏡』を典拠とする 27 の証例の採取方法に関し，宣

長著作である『古事記伝』や門下生柴田常昭『詞つかひ』との影響関係は積極的に認めら

れないことが明らかになった。

『古事記伝』を通観すると『万葉集』や『源氏物語』を典拠とする注釈が散見し『詞八衢』

証例の典拠として『古事記伝』の存在を看過することはできないと思われ，また『新撰字

鏡』を典拠とする条文も散見するだけに，春庭が『古事記伝』に多くを依拠したと推測す

るのは妥当であると思われる。しかし『新撰字鏡』に関する証例と『古事記伝』との関係

は積極的に認めることは出来なかった。また『詞つかひ』に関しても『新撰字鏡』を典拠

とする証例との関係は積極的に認められなかった。宣長には多くの著作が存しており，今

後はその他著作からの採取を考慮する必要があるだろう。宣長の複数の著作を利用し，そ

の中から必要な証例を採取し，さらに精査して『詞八衢』証例としたとも考えられる。

しかしあるいは春庭が宣長著作から間接的に証例を採取したのではなく，『新撰字鏡』

を典拠とする証例については直接的な方法で採取したと考えることも可能ではないだろう

か。『古事記』が注釈書である『古事記伝』に依拠したのは当然と思われ，また『万葉集』『源

氏物語』など大部の文学作品から直接的に証例を検索するのは困難な作業であると想定で

きる。しかし『新撰字鏡』は“辞書”であり，文学作品のように内容が連続した文章で構

成されていないことを考慮すると，直接その内容を参照した可能性を否定することは出来

ないのではないだろうか。近世においては『新撰字鏡』も諸本存在しており，春庭の周辺

にいずれかの『新撰字鏡』が存していたと考えることは可能であろう。もちろん盲目の春

庭にとって周りの人々の協力は不可欠であるが，不可能なことではないと思われる。実際，

『詞八衢』中の『新撰字鏡』を典拠とする 27 の証例が，現存する『新撰字鏡』に存してい

たことを考え併せると，『新撰字鏡』諸本との内容を調査・比較することにも意味がある

のではないだろうか。

11．今後の課題

『詞八衢』証例に記載された出典名は多岐に亘るが，本稿では『新撰字鏡』を典拠とす

る証例について検討を行った。その結果，先行研究で指摘された宣長やその門下生の著作



渡　辺　さゆり

28

である『古事記伝』『詞つかひ』との関係を積極的に認めることができないことが明らか

になった。しかし『万葉集』『源氏物語』などの大部の文学作品とは異なり，“辞書”であ

る『新撰字鏡』を典拠とする証例は，宣長著作等からの間接的な証例採取ではなく，直接

『新撰字鏡』を参照した可能もあろうとの問題点を指摘した。『新撰字鏡』は，すでに春庭

存命中に諸本が存在しており，これらを詳細に検討することが今後必要であると思われる。

その中で『詞八衢』成立過程に関わる一つの経路が明らかになるのではないだろうか。

尚，本稿では『詞つかひ』に記載された証例と『詞八衢』との関連性について検討を行っ

たが，今回は翻刻されたテキストを使用しての調査であった。『詞つかひ』が『詞八衢』

の成立に如何に関わっていたかについて，現在，全容は明らかになっていない。今後は『詞

つかひ』の原典の内容を改めて精査・読解し，翻刻本の内容を再検討した上で『詞八衢』

との関連性を検証する必要があると思われる。
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1 本稿では勉誠社文庫 139『詞八衢』をテキストとして使用した。序言に「版本「詞のやちまた」の初
版は文化五年春で（中略），その後度々刊行されたが，内容には変化がない。ここにはその初版本を
影印した」とある。

2 『国語学大辞典』，『日本語学研究事典』，渡辺（1995）「第一章第一節　略歴」参照
3 出典を伴う証例は，総論及び各行における解説の中にも認められる。
4 渡辺（1995）を参照し，筆者が改めて内容を確認。
5 『詞つかひ』は別に『詞の小車』と呼ばれる。宣長が改題を奨めたものとされる。
6  経路Ⅰ～Ⅴを指す
7 渡辺（1997）中においても「例語の排列・証例の面で「詞八衢」は確かに『詞つかひ』の線上にある」

とする。
8 渡辺（1997）「第四章　『詞つかひ』の例語と証例」参照
9 例えば『詞つかひ』第壱の巻頭書の「常追考　いきまき　いきまく　源氏若菜上ノ廿二丁　イキマキ

玉ヒシカドトアリ　○イキホイヲフルフ也ト注セリ」は『増注源氏物語湖月抄』に「いきほひをふる
ひたるなどいふよし也」とあり，「湖月抄」から得た例であるとする。

10 渡辺（1995）参照
11 『詞八衢』初版本の巻・丁・表 / 裏。
12 筑摩版『本居宣長全集』の巻・ページ。尚，本資料ではルビを省略した。
13 ルビは（　）内に記した。
14 渡辺（2015）参照
15 使用テキスト詳細は別途【使用テキスト】に記載
16 続けて「これのみにて外になしもしは加の字の脱（ｵﾁ）たるにはあらざるか」とある。
17 渡辺（1995）によると「新撰字鏡」27 例，「字鏡」に関する記載はない。
18 沖森（2008）参照
19 築島（1980）参照
20 沖森（2008）参照
21 『新撰字鏡』と『字鏡（世尊寺本）』との関連は築島（1980）を参照のこと
22 『新撰字鏡』が『詞八衢』証例の直接的な典拠か否かについては別稿に譲ることとする。
23 本稿使用テキストにおける所在頁
24 翻刻通り

〔付記〕本稿は韓国日本語学会第 36 回国際学術発表大会（2017 年 9 月 23 日（於：白石芸

術大学校（ソウル））における発表をもとに加筆・修正したものである。


